
　2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の
割増率が5割に引き上げられました。「営業手当は残業代
として支払っている」「基本給の一部に残業代も含まれて
いる」等、各種手当で残業代は支払っているつもり、という
企業は多いですが、残業代とは認められないケースが見受
けられます。本セミナーでは、残業時間の削減方法として
「変形労働時間制」や「フレックスタイム制」などの各種労
働時間制度の導入方法を説明するとともに、「みなし残業
代（固定残業代）」や「各種手当（営業手当等）」が残業
代として認められる支給方法を解説します。

人事・労務／あなたの会社の残業代は本当に大丈夫ですか?
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労務トラブルに強い特定社会保険労務士。ジーンズメー
カーの営業マンを経て都内の社会保険労務士法人に6
年間勤務し独立。現在は三鷹駅南口の事務所を拠点に就
業規則作成、給与計算代行業務などを中心に、会社の立
場を理解したうえでの就業規則変更やみなし残業代導入
を含む賃金制度のアドバイスも実施。
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～変形労働時間制と固定残業代の適性化について～

あなたの会社の残業代は本当に大丈夫ですか?あなたの会社の残業代は本当に大丈夫ですか?

参加費 BOB会員・創業会員 無料／非会員1,000円（税込み）

定　員

日　時 2024年2月26日（月） 午後2時～午後4時
会　場 たましん事業支援センター［Winセンター］

（立川市緑町3-4 多摩信用金庫本店 3F）

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

1　残業45時間上限規制と特別条項
2　残業代計算の基本ルールと60時間超え
　　割増率5割
3　各種変形労働時間制について

4　テレワーク勤務での残業時間とは

5　みなし（固定）残業代の基本ルール

6　基本給・手当が残業代とされるには

会場参加 20名お問い合わせ・お申込み
たましん法人総合サービスBOB事務局

下記の申込書に必要事項をご記入のうえ、事務局まで  FAX にてお申込みください。
ホームページからもお申込みいただけます！　 https://www.bob-net.jp

運営：株式会社多摩情報メディア

TEL：042-526-7730
FAX：042-526-7793

【□BOB会員／□創業会員／□非会員】

BOB会員・創業会員番号
（会員のみ記入）

（チェック）を
お付けください
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※駐車場のご用意
はございません。
公共交通機関を
ご利用ください。

高島屋

伊勢丹

GREEN
SPRINGS

たましん事業
支援センター
（たましん 本店3階）
エスカレーターで3階
までお越しください

30名　※定員になり次第締め切らせていただきます。

※ご記入いただいた個人情報は、たましん法人総合サービスBOBの業務及びサービスに対して使用し、それ以外の目的で使用することはありません。
※「イベント・セミナー申込時の確認事項」については、「たましん法人総合サービスBOB」のホームページをご覧ください。
※本セミナーへの反社会的勢力の参加はお断りいたします。


